
  

 

 
消費税の軽減税率導入に伴う誤りやすい事例 

 

平成31年10月1日から消費税等の税率が8％から10％へ引上げと同時に、軽減税率制度が導入されます。不動産賃

貸業に係る収入面については軽減税率との関連性はありませんが、支出面については軽減税率の影響を受ける可能性がある

ため、今回は、軽減税率の対象品目を確認し、軽減税率導入に伴う誤りやすい事例を紹介します。 

 

1．軽減税率の対象品目 

（1）飲食料品 

  飲食料品とは、食品表示法に規定する食品（酒類を除く。）をいい、一定の一体資産※を含みます。なお、外食やケータ

リング等は軽減税率の対象には含まれません。 

（2）新聞 

  軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週

2回以上発行されるもの（定期購読契約に基づくもの）。 

 

  おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産

に係る価格のみが提示されているもの。税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に

限り、全体が軽減税率の対象（それ以外の場合は、標準税率の対象） 

 

2．誤りやすい事例 

《例1》氷の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。 

【答】 

「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいい、人の飲用又は食用に供されるものである、かき氷に用いられ

る氷や飲料に入れて使用される氷などの食用氷は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。 

  なお、例えば、ドライアイスや保冷用の氷は、人の飲用又は食用に供されるものではなく、「食品」に該当しないことか

ら、その販売は軽減税率の適用対象とはなりません。 

 

《例2》みりん、料理酒等の販売は、軽減税率の対象となりますか。 

【答】 

  酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当しませんので、みりんや料理酒が酒税法に規

定する酒類に該当するものであれば、その販売は軽減税率の適用対象とはなりません。 

  なお、酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料（アルコール分が一度未満のものに限ります。）については、

「飲食料品」に該当しますので、その販売は軽減税率の適用対象となります。 

 

《例3》ノンアルコールビールや甘酒（アルコール分が一度未満のものに限ります。）の販売は、軽減税率の適用対象とな 

りますか。 

【答】 

  ノンアルコールビールや甘酒など酒税法に規定する酒類に該当しない飲料については、軽減税率の適用対象である「飲

食料品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。 

 

《例4》栄養ドリンク（医薬部外品）の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。 

【答】 

  「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再

生医療等製品」は、「食品」に該当しません。したがって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は軽減税率の適用対象

となりません。 

  なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。 

 

《例5》自動販売機のジュースやパン、お菓子等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。 

【答】 

  自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているもので

はなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当する

こととされています。 

※一体資産とは 
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《例6》カラオケボックスの客室内で飲食メニューを設置し、顧客の注文に応じて飲食料品を提供していますが、軽減税率

の対象となりますか。 

【答】 

  軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供を

いいます。カラオケボックスの客室で顧客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は、これに該当しますので、軽減税率

の適用対象となりません。 

 

《例7》ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料を販売する場合は、軽減税率の適用対象となりますか。 

【答】 

  軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供を

いいます。ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料（酒税法に規定する酒類を除きます。）を販売する場合には、

単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、

軽減税率の適用対象となります。 

 

《例8》店内にイートインスペースを設置したコンビニエンスストアにおいて、ホットドッグ、から揚げ等のホットスナッ

クや弁当の販売を行い、顧客に自由にイートインスペースを利用させていますが、この場合の弁当等の販売は、軽

減税率の適用対象となりますか。 

【答】 

  イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食

料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となり

ません。 

  ところで、コンビニエンスストアでは、ホットスナックや弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商

品を扱っており、このような商品について、店内で飲食させるか否かにかかわらず、持ち帰りの際に利用している容器等

に入れて販売することがあります。このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方

法で、軽減税率の適用対象となるか否かを判定することになります。 

  なお、その際、大半の商品（飲食料品）が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニエンスストアの場合

において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナー

を利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこ

ととして差し支えないとされています。 

 

《例9》コンビニエンスストアで販売する新聞は、軽減税率の適用対象となりますか。 

【答】 

  軽減税率の適用対象である「新聞」は、定期購読契約に基づくものとされており、「定期購読契約」とは、その新聞を購

読しようとする者に対して、その新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいいます。 

  したがって、コンビニエンスストア等の新聞の販売は、定期購読契約に基づくものではないため軽減税率の適用対象と

はなりません。 

 

《例10》インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、軽減税率の適用対象となりますか。 

【答】 

  軽減税率の適用対象となる「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関連する一般社会的

事実を掲載する新聞（1週に2回以上発行する新聞に限ります。）の定期購読契約に基づく譲渡をいいます。他方、イン

ターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる役務の提供である「電気通信利用役務の提

供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しないことから、軽減税率の適用対象とはなりません。 

 

（担当：長部 光宏） 


